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「岐阜県安全・安心まちづくり情報」第３８号をお届けします！ 

日頃は「安全・安心まちづくり県民運動」にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 
 
＜今号の記事内容＞   

● 県内の犯罪情勢（令和４年）について 

● 「岐阜県安全・安心まちづくり県民大会」を開催しました 

● 「安全・安心まちづくりアドバイザー」等を派遣しました 

● 【お知らせ】岐阜県自転車条例が全面施行になりました 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年中の刑法犯認知件数は９，６５４件で、前年より１７５件の増加（＋1.8％）となり

ました。 

このうち、凶悪犯は３２件で前年より１７件減少（△34.7％）、窃盗犯は６,０３４件で 

同４１件減少（△0.7％）、風俗犯は７８件で同２８件減少（△26.4％）となる一方、 

知能犯は８５７件で、同２８４件増加（＋49.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             

 

～第３８号～（令和５年３月） 

安全･安心 

県内の犯罪情勢（令和４年）について         【統計値：岐阜県警察資料】 

県内刑法犯１１年ぶりに増！詐欺などの知能犯が大幅増加！ 
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●刑法犯 罪種別認知件数（上段：件数、下段：対前年比） 

刑法犯総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 

９，６５４ ３２ １，００７ ６，０３４ ８５７ ７８ １，６４６ 

＋１７５ △１７ ＋７ △４１ ＋２８４ △２８ △３０ 

 
  

 

令和４年中の※ニセ電話詐欺の発生件数は２４５件（対前年比＋２７件）となりました。 

被害総額は、約 4 億 6,910 万円で、前年と比べ約 1 億 8,938 万円増加、被害総額は６年

ぶりに４億円を超過しました。 

主要手口の被害状況を見ると、還付金詐欺が減少した一方で、架空請求詐欺やオレオレ詐

欺が大幅に増加し、発生件数は 206 件となり、前年と比べ 30 件増加しています。 

※ニセ電話詐欺：特殊詐欺広報用の名称として県警が使用 

 

●ニセ電話詐欺の発生状況 

    ※端数処理のため、合計が合わない場合があります。 

～ニセ電話詐欺の被害に遭わないために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニセ電話詐欺 
発生件数 対前年比 被害金額（約） 前年同期比（約） 

２４５件 ＋２７件 4 億 6,910 万円 +1 億 8,938 万円 

 主要手口 ２０６件   ＋３０件 4 億 643 万円 ＋2 億 804 万円 

  オレオレ詐欺   ３９件 ＋２２件 1 億 1,155 万円 ＋7,514 万円 

  預貯金詐欺 ２５件 △２件 3,603 万円 ＋2,264 万円 

  架空請求詐欺 １０９件 ＋３９件 2 億 1,776 万円 ＋1 億 3,728 万円 

  還付金詐欺  ３２件 △２８件 4,056 万円  △2,639 万円 

  融資保証金詐欺  １件 △１件 53 万円 △63 万円 

 その他手口  ３９件   △３件    6,267 万円      △1,864 万円 

  金融商品詐欺 １件 ±０件 2,000 万円 ＋1,800 万円 

  ギャンブル詐欺 ３件 △２件 133 万円 △2,993 万円 

  交際あっせん詐欺  ０件 △１件 0 円 △401 万円 

  その他 ０件 ±０件 ０円 ±０円 

  ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗 ３５件 ±０件 4,134 万円 △270 万円 

ニセ電話詐欺の被害総額、６年ぶりに４億円超える！  

◎オレオレ詐欺：親族や警察官、弁護士、病院関係者などを装って電話をかけ、トラブル解決などの名目で 

お金をだまし取る。 

例）息子などを装い、「病院に行ったが手術のためのお金がすぐに必要になった。」 

警察や弁護士などを装い、「あなたの息子が罪を犯した。すぐにお金を払えば示談にできる。」 

 

◎架空請求詐欺：インターネットや郵便を利用して、未払いの料金があるなどと架空の事実を口実に 

お金をだまし取る。 

例）インターネット閲覧中にウイルス感染などの偽の警告画面を表示し、復旧代などを請求する。 

      裁判など法的手段に出るといった不安をあおる内容の、身に覚えのない未納料金の請求が、郵便やメールで届く。 

身に覚えのない請求は、 

詐欺か確認！ 

手口の一例 

電子マネーを買って振り

込ませるのは詐欺！ 

すぐにお金が必要と言われたら、支払う前に、家族か 

警察（＃９１１０）または消費者ホットライン（１８８）に相談！ 

自宅の固定電話は在宅時でも留守番電話を設定。

知らない番号からの電話は出ない！ 
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全国地域安全運動に合わせて、令和４年 

１０月１１日（火）、ぎふ清流文化プラザ（岐

阜市）において、「岐阜県安全・安心まちづく

り県民大会」を開催しました。 

今年度は、地域安全活動に尽力された５５

人、２６団体の方々が表彰を受けられ、県知

事賞にあたる「岐阜県安全・安心まちづくり

賞」は、１０団体が受賞されました。 

表彰、地域安全活動に対する決意の宣言に

続いて、還付金詐欺をテーマとする防犯演劇

や県警音楽隊による演奏が行われ、約１８０

人の参加者の皆さんが地域安全活動への決意

を新たにされました。 

※新型コロナ感染拡大防止のため、入場者数

を制限して実施しました。 

 

【①表彰式】※「岐阜県安全・安心まちづくり賞」の受賞団体は次頁でご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境生活部長より表彰状を授与）          

 

【②防犯演劇】 

劇団シンデレラによる防犯演劇「ATM で還付金

は詐欺」が上演されました。 

劇団シンデレラは「夢と希望と冒険と、自然と

共に生きる」をテーマに、大人から子どもまで楽

しめるファミリーミュージカルを、愛知県一宮市

を拠点に、日本全国で公演しています。 

当日はコミカルな演技で会場を巻き込みなが

ら、楽しく、かつ、わかりやすく、還付金詐欺へ

誘導する手口とその対処法を学びました。 

 

 

【③演奏】 

 県警音楽隊による演奏が行われました。 

 県警音楽隊は昭和２６年８月に創設され、地域

安全運動などの行事や小中学校での安全教室など

様々な場で公演活動を行っており、県民の皆様と

警察を結ぶ音の架け橋として音楽を通じた警察広

報活動を行っています。 

当日は、「双頭の鷲の旗の下に」ほか全５曲の演

奏を行い、会場を盛り上げました。 

 

「岐阜県安全・安心まちづくり県民大会」を開催しました 
                    （主催／岐阜県･岐阜県警察･(公財)岐阜県防犯協会） 

（劇団シンデレラによる防犯演劇） 

（県警音楽隊による演奏） 

（安全・安心まちづくり賞を受賞した皆さん） 
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○岐阜県安全・安心まちづくり賞 
 

◇安全・安心まちづくり ボランティアの部 ＜五十音順 活動は令和４年４月現在＞ 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有志ボランティアを構成員として、登下校時の見守り・挨拶運動や、青色回転灯車による防

犯パトロールを実施。 

●藍川小・藍川北中校区「見守り隊」（岐阜市）平成１８年４月活動開始、会員数５０人 

●金山わんわんパトロール隊（下呂市）平成２２年１１月活動開始、会員数４３人 

 地域の交通安全女性協議会委員を中心に、愛犬の散歩等に合わせた「ながら見守り」や、地域

行事での防犯啓発を実施。 

●桑原町地域防犯パトロール隊（羽島市）平成１４年５月活動開始、会員数１５０人 

 地域の各種団体を構成員として、青色回転灯車や徒歩による防犯パトロールや講習会を実施。 

●下中町地域自主防犯パトロール隊（羽島市）平成１４年４月活動開始、会員数１１６人 

 自治会及び地区交通安全協会を構成員として、青色回転灯車等による防犯パトロールや講習会

を実施。 

●早田地域安全推進協議会（岐阜市）平成１７年４月活動開始、会員数１８０人 

 地域団体等を構成員として、青色回転灯車による防犯パトロールやニセ電話詐欺被害防止の啓

発等を実施。 

●登龍校区子どもサポート隊（安八町）平成２３年４月活動開始、会員数２３８人 

 地域の各種団体を構成員として、下校時の見守りや通学路の点検、子ども１１０番の家の確認

等を実施。 

●特定非営利活動法人 大野町村づくり塾（大野町）平成１８年７月活動開始、会員数２２人 

 地域の有志を構成員として、青色回転灯車により、防犯パトロールを実施。 

●特定非営利活動法人 こども見守り隊（垂井町）平成２０年５月活動開始、会員数１３８人 

 自治会員を中心に、防犯巡回や、小学校での防犯啓発や通学路安全点検への参加、中学生への

職業講話などを実施。 

●則武長寿会連合会（岐阜市）平成７年４月活動開始、会員数５００人 

 地域の有志高齢者により、約１２支部の地域見守り隊を編成、通学時間帯の見守りや親子との

三世代交流会を実施。 

●正木町地域安全パトロール隊（羽島市）平成１５年１２月活動開始、会員数２８５人 

 地域の各種団体を構成員として、青色回転灯車による防犯パトロールや講習会を実施。 
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上記の事業はいずれも、令和５年度も実施いたします。ご希望等ございましたら、随時、 

担当係（６頁記載）までお問い合わせください。原則、講師の謝金や交通費の負担はありません。 

 

 

 これから防犯活動を始めようと考えている、あるいは活動にさらなる広がりを持たせたいと考

えている方々が抱えている様々な疑問や課題などに対して、防犯設備の専門家や防犯活動の実践

者を安全・安心まちづくりアドバイザーとして派遣しています。 

令和４年度は下記のアドバイザー派遣希望をいただきました。なお、アドバイザーの派遣は市町

村からだけでなく、防犯ボランティア団体や事業者の皆さまからも依頼いただけます。 

 

【安全・安心まちづくりアドバイザー派遣実績】 

申 請 者 （ 団 体 ） 実 施 日 内       容 派 遣 者 

岐阜市 
 ７月 ８日（金） 
 ７月１５日（金） 

・地域のボランティア活動の紹介と防犯パ
トロールの活動方法について 

渡邊 直文  氏 
寺﨑 十九夫 氏 

山県市 １２月２２日（木） 
・県内の防犯ボランティアの活動事例につ

いて 
渡辺 孝男 氏 

 

 

 

皆さんのお住まいの地域に担当職員が出向き、防犯・交通安全・消費者被害の防止といった身

近な問題をテーマに講座を実施します。寸劇などを用いた楽しい講座も開催しています。 

令和４年度は下記の４件の申し込みをいただき開催しました（一部予定を含む）。 

 

【出前講座実績】 

申 請 者 実 施 日 希望テーマ 内       容 派 遣 者 

企業 １１月 ２日（水） 交通安全 
・狭小路での安全確認、駐車時の注意につ

いて 
県職員 
警察官 

団体 １２月 ４日（日） 防犯 
消費者被害 

・高齢者の防犯対策と詐欺被害防止対策に
ついて 

警察職員 
寸劇グループ 

団体 ２月 ９日（木） 防犯 ・防犯対策について 警察職員 

福祉施設 ３月 ８日（水） 防犯 
消費者被害 

・高齢者の防犯対策と詐欺被害防止対策に
ついて 

警察職員 
寸劇グループ 

 

 

 

地域の高齢化や地域防災、自治会運営や、「地域で育てる桜を守るためにできることは？」な

ど、皆さんのお住まいの地域の課題は様々です。それらを解決するための活動にアドバイザーや

コーディネーターを派遣します。詳しくは、ぎふ地域の絆づくり支援センターHP ご覧ください。

（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11633.html） 

令和４年度は下記の２件の申し込みをいただき開催しました。 

 

【課題解決応援事業実績】 

申 請 者 （ 団 体 ） 実 施 日 内       容 派 遣 者 

まちづくり団体 １２月１０日（土） 
・中学生と郷土の未来を語る会へのアドバ

イザーの派遣 
県コミュニティ診断士 

社会福祉協議会 ２月 ９日（木） ・地域の高齢者の見守り活動の事例紹介 
先進団体 

(地区社会福祉協議会) 

 

「安全・安心まちづくりアドバイザー」を派遣しました 

「防犯・交通安全・消費者被害防止」出前講座を開催しました 

地域の課題解決応援事業を開催しました 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11633.html
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安全・安心まちづくり県民運動  ～自分の地域の安全は、自分たちで守る～  
岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係 

〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１  

TEL ０５８-２７２-８２０５  FAX ０５８-２７８-２８８９  

Ｅﾒｰﾙ c11261@pref.gifu.lg.jp 
 

＊岐阜県安全・安心まちづくりポータルサイト 
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/535.html 

岐阜県自転車条例が全面施行になりました 

 

 

 

 

 岐阜県では、「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、令和 4 年 10 月 1 日か

らは、自転車を利用する方、自転車を業務で利用する事業者、自転車貸付業者の皆さまの自転車損害賠償

責任保険等への加入が義務となりました。また、年齢を問わず、自転車を利用する際には、乗車用ヘルメットの

着用が努力義務となりました。 

 

 

 

自転車保険に入っているか、また入っている場合はどんな補償が受けられるかを確認し、必ず自転車損害賠償

責任保険等に加入しましょう。（加入いただく補償金額には指定はありません。） 

自転車向けの専用保険のほか、自動車保険や火災保険等につける個人賠償責任保障特約などもあります。

詳細は県のホームぺージにある「自転車保険等加入チェックフローチャート」をチェックしてみてください。 

（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/212047.html） 

 

 

 

自転車が関係する交通死亡事故の原因のうち最も多いのは頭部負傷によるもので、 

全体の半数以上を占めています。大人も子どももヘルメットを着用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岐阜県安全・安心まちづくり 検 索 

自転車保険の加入義務 

検索 岐阜県 自転車条例 

ヘルメットの着用努力義務 

自転車乗用中死者・負傷者の損傷主部位 【過去５年間（平成２９年～令和３年）】 

出典：岐阜県警察資料 

  

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/212047.html

